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ワイナリーにおける酸欠等危険防止のためのチェックリスト 

 

【準備作業】 

□ 酸素欠乏危険場所に立ち入る作業があるかどうか確認しま

す。 

 

ここで、酸素欠乏危険場所 とは、酒類等発酵する物を入

れてあり、又は入れたことのあるタンク、又は醸造槽等の

内部（安衛法施行令別表第 6第 8号）をいいます。 

 

例：赤ワインを出した後に入槽して行うタンク内壁洗浄作

業。特に、構造上、入槽口がタンク上部のみで、自然換気も

期待されない場合が該当します。 

 

【参考】空気の重さ（分子量）約 29に対し、醸造で発生する二酸化炭素の重さは 44と空気より重い

ので、タンクの下に溜まり、酸欠危険場所を作ります。また、通風不十分な屋内にタンクを設置して

いる場合は、屋内の酸素濃度が低下していることがあります。 

 

□ 酸素欠乏危険作業主任者を選任します。（酸欠則 11条） 

その職務と氏名を掲示します。（安衛則 18条） 

 

 一般に、醸造タンク内作業には、作業指揮をとる酸素欠

乏危険作業主任者の選任が必要です。 

 酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了者（旧：第一種酸

素欠乏危険作業主任者技能講習者）または、酸素欠乏・硫

化水素危険作業主任者技能講習修了者（旧：第二種酸素欠

乏危険作業主任者技能講習者）から選任して下さい。職務

と氏名の掲示が必要です。市販（例えば、中央労働災害防

止協会）のボードを利用できます。 

 

□ 酸素欠乏危険作業従事者の特別教育修了証を確認します。

（酸欠則 12条） 

 

 醸造タンク内作業従事者には、特別な教育が必要です。 

外部講習機関を利用した場合は、修了証の写しを提出さ

せて保存します。 
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□ 酸素欠乏危険作業従事者以外の立入禁止を掲示します。 

（酸欠則 9条） 

 

酸素欠乏危険作業主任者及び特別教育を修了した作業従

事者のみで作業を行います。 

関係者以外の立入禁止を掲示物で周知させる必要があり

ます。 

 

 

□ 酸素濃度測定器具を準備します。（酸欠則 4条） 

 

 

延長ケーブル付きの酸素濃度測定器を準備します。 

取扱説明書に基づいて、床上で測定の練習をして下さい。 

 

 

 

□ 測定時、タンク上部に上り、高所（２ｍ以上）作業になる

場合、墜落防止対策を取ります。 

 

 

 

タンク上部に手すり付きの作業床を設置します。（安衛則

518条、519条） 

槽が多い場合は一般に固定式作業床が利用されます。 

槽が少ない場合は移動式作業床も利用されています。 

 

作業床が設置されない場合、墜落の危険がありますので、

安全帯とその取付け設備を使用します。（安衛則 521条） 

その場合、その日の作業開始前に点検し、異常の場合は

取り替えます。（酸欠則 7条） 

 

槽上部へ安全に昇降する設備として、一般に階段を利用

します。（安衛則 526条） 

丈夫な滑り止め付きはしご（幅 30cm以上）を利用する場

合もあります。 

 

【参考】労働災害の内、転倒災害（同一平面上で転倒）は 22％、墜落・転落災害は 16％もあります。

タンク液面の検尺作業等のための安全で作業しやすい作業床や昇降設備は重要です。 
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【本作業】 

□ 作業開始前に酸素濃度を測定し、そのつど、記録します。

これを 3年間保存します。（酸欠則 3条） 

 

記録様式の例を【別添１】に示します。 

 

 

 

□ 測定結果に応じて換気します。 

（酸欠則 5条） 

 

 

酸素濃度が 18％未満の場合、可搬型換気扇を準備します。 

押し込み又は排気方式でタンク内を換気します。 

20分程度（タンク内容積の 5倍以上の空気を使用）の換

気後、換気したまま再測定します。 

 

 再測定して、槽内の酸素濃度が 18％以上であることを確

認します。 

 

 

 

□ 避難用具等を準備します。 

（酸欠則 15条） 

 

槽内から避難する場合、タンク内の「はしご（要点検）」

を使用します。 

槽内が暗い場合、照明も必要に応じ使用します。 

 

槽外から救出する場合は、空気呼吸器等が必要になりま

す。 

タンク上部の開口部の大きさについて、救出の際、担ぎ

上げて出すことが可能か事前に調査します。 

 

 

 



4 

 

□ 作業人員を点呼します。 

（酸欠則 8条） 
 

入槽者一覧 

（有資格者に限る） 

     

 

 

タンク内へ入る作業者名（入槽者名）を明示します。 

 

はしごを使って深いタンク内へ降りていく場合、墜落の

危険があるため、一般に安全帯等を使用します。 

 

タンク内作業を開始します。 

 

 

 

□ 監視人等を配置します。 

（酸欠則 13条） 

 

 特に、入槽して洗浄作業する際は、監視人を槽の上など

に置いて継続監視します。 

あるいは、自動警報装置付きの酸素濃度測定器（センサ

ーを吊るす方式、腕時計型など）を設置して常時測定しま

す。酸素欠乏になった場合、警報を発しますので、直ちに

作業主任者に通報します。 
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【本作業中における異常時の処置】 

□ 災害時における緊急連絡体制を作り掲示します。 

例 1 

 発生場所 → 監 視 人 → 酸欠作業主任者 → 事業場事務所 → 救急機関 

 

例２ 

 発生場所 → 警報装置 → 酸欠作業主任者 → 事業場事務所 → 救急機関 

 

 

 

□ 救出時には空気呼吸器等を使用させなければなりません。

（酸欠則 16条） 

 

 酸素欠乏症等の事故においては、救出者の死亡事故が多

いので、必ず空気呼吸器等を使用させます。 

 

 

 

□ 酸欠の恐れが生じた場合、退避させなければなりません。

（酸欠則 14条） 

  

 

 

槽内で作業中に酸欠の恐れが生じた場合、直ちに作業を

中止し、槽外に退避させて下さい。 

避難後は、「関係者以外立入禁止」の表示をします。 

 

また、多くのタンクが設置されている密閉度の高い建屋

に対して、酸欠を未然に防止するため以下の措置が取られ

ています。 

酸素濃度をセンサーで検知して、酸素濃度が低下すると

連動した固定換気扇が自動運転する、若しくは建屋外の警

報器に連動させて入室を制限します。 
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□ 酸素欠乏症等の発生した場合、医師の診察が必要です。（酸

欠則 17条） 

 

 酸素欠乏症等にかかった作業者は、直ちに医師の診察と

処置を受けさせて下さい。 

望ましい診療科は、呼吸器科などです。 
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【後始末】 

□ 酸欠事故が発生した場合は監督署に報告します。（酸欠則 29条） 

 

酸欠症にかかった場合、事故発生後遅滞なく、所轄労働基準監督署に文書（１部）で報告

します。 

様式は任意です。参考までに例示（別添２）します。 

 

 

 

 

□ 酸素濃度測定器は定期的に校正します。 

 

酸素濃度計は、メーカーの取扱説明書を参照して、指定された頻度で点検して下さい。 

センサーにも寿命があることに留意して下さい。 
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【別添１】酸素濃度測定記録の例： 

 

保存 3年 

酸素濃度測定記録表 

 

〇〇年〇〇月〇〇日  天候 晴れ            測定者   ○○○○      

 

測定場所 山梨県甲州市○○  第一工場 醸造タンク 1号 

測定方法 ○○酸素計 

測定点 時刻 酸素濃度（％） 換気の有無 使用保護具 備考 

① 
8：30 

～ 

9：00 

20 

なし 

なし 

（槽上部から

測定） 

 ② 19 

③   16 * 

測定箇所 

 

 

措置 

槽下部が酸欠であったため、ポータブルファンを使用して 30分間換気を行

い、再測定した。 

垂直方向いずれも酸素濃度が 20％となったため、換気を続行して行い、酸

素濃度計を槽内にぶら下げて作業を開始した。槽上部に監視人を配置した。 

 

 

 

 

 

1

2

3
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別添２ （任意様式） 

事 故 報 告 書 

事業の種類 事業場の名称（建設業にあっては工事名併記のこと） 労 働 者 数 

ワイン製造業 ○○醸造株式会社 15 人 

事 業 場 の 所 在 地                  発  生  場  所 

山梨県甲州市○－○－○ 山梨県甲州市○－○－〇  

第一工場  （電話 ○○○－○○○－○○○○ ） 

発 生 日 時                  事故を発生した機械等の種類等 

○○ 年 ○ 月 ○ 日 ○ 時 ○ 分  醸造タンク１ 

構内下請事業の場合は親事業場の名称 *** 

事 故 の 種 類 酸素欠乏症 

人 

的 

被 

害 

区  分 死亡 
休業４ 

日以上 

休業１～

３日 
不休 計 

物 

的 

被 

害 

区     分 名称、規模等 被害金額 

 事故発生 

 事業場の 

 被災労働 

 者数 

男   １  １ 
建     物   円 

その他の建設物   円 

女      
機 械 設 備          円 

原 材 料          円 

その他の被 

災者の概数 （     ） 

製     品   円 

そ の 他        

 

  円 

合     計   円 

事 故 の 発 生 状 況          
ワインを出した後に入槽して行うタンク１の内壁洗浄作業中、作業者の気分が悪くなり急い

で槽から出た。槽外で座っていたが直ちに病院へ搬送した。 

事 故 の 原 因          調査中であるが、酸欠によるものと思われる。 

事 故 の 防 止 対 策           

参 考 事 項           

報告書作成者職氏名 工場長 ○○○○  

○○ 年 ○ 月 ○ 日  

○○ 労働基準監督署長 殿  事業者職氏名 

 

 

○○醸造株式会社 

代表取締役 ○○○○ 
◯印  

備考 
１ 「事故の発生した機械等の種類等」の欄には、事故発生の原因となった機械等について記入して下さい。 
２ 「事故の種類」の欄には、具体的に記入して下さい。 

３ 「その他の被災者の概数」の欄には、届出事業者の事業場の労働者以外の被災者の数を記入し、( )内には死亡者数を内数
で記入して下さい。 

４ 「建物」の欄には構造及び面積、「機械設備」の欄には台数、「原材料」及び「製品」の欄にはその名称及び数量を記入して

下さい。 
５ 「事故の防止対策」の欄には、事故の発生を防止するために今後実施する対策を記入して下さい。 
６ 「参考事項」の欄には、当該事故において参考になる事項を記入して下さい。 

７ この様式に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付して下さい。 
８ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができます。 


